　　　Ｋ－ＭＩＸを利用した医用画像等の読影等に関する契約書（ひな型）

○○○○○○○（以下「甲」という。）と○○○○○○○（以下「乙」という。）とは、かがわ遠隔医療ネットワーク（以下「Ｋ－ＭＩＸ」という。）を利用した医用画像等の読影等の診断支援（以下「診断支援」という。）に関し、次の条項により契約を締結する。

（信義誠実の義務）
第１条　甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（目的）

第２条　甲及び乙は、診断支援に係る利用施設間の契約を行うものとする。

（支援内容等）

第３条　甲又は乙のうち診断支援を受けたものは、診断支援を行ったものに対し、別紙に定める金額を支払う。

（契約期間）

第４条　契約期間は、平成　　年　　月　　日から平成　　年３月３１日までとする。

２　前項の契約期間が満了する１カ月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がないときは、この契約は、同一内容で更に１年継続するものとし、以後同様とする。

（責任事項）

第５条　診断支援結果等の採否は、依頼を行う者（以下「依頼者」という。）の責任において行うものとし、支援を行う者（以下「支援者」という。）はその責任を負わないものとする。

（ユーザーID等の管理）

第６条　甲及び乙は、ユーザーＩＤ、パスワード等の管理を厳重に行うものとする。

（秘密の保持）

第7条　甲及び乙並びに甲及び乙に属する者は、本契約に基づく業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。

（支援結果報告）

第８条　支援者は、依頼者が診断支援を希望する日までに診断支援結果を依頼者へ報告するよう努力しなければならない。ただし、支援者のやむを得ない事由により支援が遅れる場合又は支援を辞退する場合は、この限りでない。

２　前項ただし書の場合において、支援者は速やかに依頼者へ連絡するものとする。

（読影料等の支払）

第９条　支援者は、毎月まとめてその読影料等を依頼者に請求し、依頼者は翌月　　日までに支援者が指定する口座に振り込むものとする。なお、振込手数料は依頼者の負担とする。

（契約の解除）

第10条　甲又は乙がこの契約を解除しようとするときは、少なくとも１か月前に契約の相手方に申し出なければならない。ただし、事故等予測できない事由による場合は、この限りでない。

（疑義の決定）

第1１条 この契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

上記契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保有

するものとする。

　　　年　月　日

（甲）

（乙）

（別紙）
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